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◆◆ 「国の教育ローン」のご案内 ◆◆�
　国民生活金融公庫では、教育にかかるご家庭の経済的負担の軽減を目的とした「国の教育ローン」を取り扱っ
ています。ご利用いただける方は、高校、大学などへ入学されるお子さまや在学しているお子さまをお持ちのご家
庭の方です。�
　ご融資の対象となる学校は、高校、大学のほか専修・各種学校、職業訓練校、外国の大学などへ留学する場合
にご利用いただくことができます。�

　【融資の概要】�
　　○　融 資 額　　学生・生徒お一人につき２００万円以内�
　　○　返済期間　　１０年以内�
　　　　　　　　　　　在学期間内で元金の返済を据え置くことができます。�
　　○　保　　証　　（財）教育資金融資保証基金または連帯保証人1名以上�
　　○　利　　率　　年２．５％（平成１９年９月１２日現在）�

　【お問い合わせ先】�
　　　国民生活金融公庫　松本支店　　0 0263－33－7070

※長年使用している扇風機は、火災等の事故につながる恐れがあります。上記の安全チェックポイントに一つでも
該当する扇風機をお持ちの方は、火災等の重大事故につながる可能性がありますので、早急に使用中止し、販売
店・メーカーにご連絡ください。�
　また、他の家電製品についても、古くなったものについては「異常がないか」よくご確認をお願いします。�

－経済産業省－�

◆◆ 長年ご使用の扇風機にご注意ください！ ◆◆�

長年ご使用の扇風機をお持ちではありませんか？�

　　 古い扇風機の安全チェックポイント�

　　　◆モーターがうなるような異常な音はしていませんか？�

　　　◆焦げ臭いにおいはしていませんか？�

　　　◆モーターが異常に熱くなったりしていませんか？�

　　　◆スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動きますか？�

　　　◆羽根の回転が遅くなったりしていませんか？�

　　　◆羽根はちゃんと回っていますか？異常な振動音を出しながら回っていませんか？�

　　　◆電源コードを触れたり折り曲げたりしたら、動いたり動かなかったりすることはありませんか？�

　　　◆スイッチを入れても、動かない時はありませんか？�

以下をチェック！�

１つでも　　　　当てはまる項目があった場合は・・・�

使用中止の上、販売店・メーカーに連絡してください。�

◆◆ 上下水道料金未納者に対する給水停止について ◆◆�
　町では、水道使用料および下水道使用料の未納がある方に対し、文書等で早期納入の依頼をしてきております

が、現在までに相談も無く未納がある水道使用者に対しては、給水の停止を実施しますのでご理解をお願いします。�
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